
�警察業務説明会随時開催中！（要予約）～詳細は豊田警察署警務課（採用担当）もしくはみよし北交番まで�

愛知県内では、飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶

ちませんが、飲酒運転は重大事故に直結する悪質で危険な犯罪です。

年末年始は、大勢で集まってお酒を飲む機会が多いと思いますが、

お酒を飲んで運転した人も、飲ませた人も犯罪となりますので、飲酒

運転は絶対にやめましょう。

�飲みません 今日は私が ハンドルキーパー

�飲酒時に必ず守るべきこと 

 ○飲酒の量に関わらず飲んだら絶対運転禁止！ 

 ○飲酒するおそれのある人に車を貸さない！ 

 ○車を運転する人にお酒を提供し勧めることは絶対しない！ 

 ○運転する人が飲酒しているのを知りながら 

その車に同乗したり、送ってもらうよう 

頼むことは絶対しない！ 

�ハンドルキーパー運動の推進を！ 

自動車で仲間と飲食店などに行くときは、 

お酒を飲まない人（ハンドルキーパー）を 

決めて、その人が仲間を自宅まで送り届け

ましょう。 
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�道路交通法改正！自転車も検挙対象です 

�年末年始の防犯に努めてください。来年もみよし北交番をよろしくお願いします。�

本年１１月から、法改正でお酒を飲んだ状態で

自転車を運転した違反者には 

３年以下の懲役または 

５０万円以下の罰金
が科されるようになりました。 

 自転車は便利なものですが 

 「車じゃないんだから」 

「自転車くらい」 

と軽い気持ちでのルール違反はやめましょう。 

違反はご自身にも危険が及ぶのでご注意を！

�毎年 12/10～12/16 は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。�


